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1.問 題の所在

バブル崩壊後の戦後3回 目の地方財政危機 は、巨額の借金 と財政硬直化の進行 とともに、第三

セ クターな どの外郭団体の経営破たんにも特徴がある。 これ もバブル後遺症 といえるが、外郭団

体の経営破 たんが一般会計に大きく影響 して、共倒れ といった事態 も懸念 される。 リゾー ト開発

に走 り、第三セクターが破たん して 「まちが倒産す る」 ことが報道 された りす るが、人都市圏に

おける大規模プ ロジェク トでも例外でない。

とかく第三セ クターや地方公営企業で実施 され る大規模 プロジェク トは、一般会計に影響 を及

ぼ さず、住民負担 をかけない といわれ る。 当該 自治体 と別組織であった り、企業会計など別会計

のためだが、実際には一般会計に巨額の負担をあたえ、財政危機に拍車をかける例が増 えて きて

いる。 リゾー ト開発の よ うに、自治体が第 三セ クターの債務 を損失補償 してい るた めに、 「倒

産」の危機に追い込まれ ることになる。旧 自治省 も第三セクター見直 しの指針 を出 して、第三セ

クター関連の 「倒産」 を食い止めよ うとしている。

た しかに、第三セクターや地方公営企業の経営が順調 な時には、一般会計 とは遮断 されてい る

かにみえるが、いったん経営が行 き詰 まると問題が顕在化 して くる。バブル崩壊により第三セ ク

ターや地方3公 社(土 地開発公社 ・住宅供給公社 ・道路公社)な どの外郭団体、地方公営企業の

経営破たんが加速 してきた。それに対す る一般会計の負担が、当該 自治体の財政危機 に拍車をか

ける。民間企業の 「連鎖倒産」のよ うに、外郭団体や会計間で財政危機 が連鎖的に波及 して、本

体の一般会計も揺 るがす ことになる。

大規模 プロジェク トには、地元負担膨張の構 図とい う問題 もある。国家的な大規模プロジェク

トは、国庫負担で実施 され るので、一見する と地元負担はない ようにみ える。 だが国直轄事業 に

は地元負担があ り、 さらに国の財政悪化によ り地元負担を求めた り、それを拡大する傾 向が 目立

つ。それ と大規模 プロジェク トに付随ない し関連す る事業の地元負担が ある。 国際空港のアクセ

ス整備や高速道路のバイパスや側道 などがあげられ よう。大規模 プロジェク トに ともない、それ

に関係する一般会計の負担が膨張 して、ます ます財政 を制約 して しま う。

そ こで本稿 では、国際空港建設にかかわ る関連 開発 に焦点をあてて、大規模プロジェク トの財

政問題 を検証す ることにす る。具体的に とりあげるのは、関西空港の 「りんく うタウン」事業 と

中部空港の 「前島」開発である。空港の関連開発 のなかでも、対岸部を埋立て新たに用地を造成

して、空港インパク トを活用するとい う開発戦略である。臨海部の用地造成事業の一環であるが、

とりわけ空港建設 とセ ッ トで開発す る点に特徴がある。両者 とも地方公営企業による事業であ り、



企業局 ・企業庁 といった開発組織の実態にもせまっていきたい。

2.「 りん くうタウン」事業と大阪府企業局

(1)「 りん くうタウン」事業

関西国際空港は1984年10月 に 「関西国際空港株式会社」が設立 され、新空港建設がスター トし

た。10年 後の94年9月 に開港 したが、需要が当初の見込みのよ うに伸びず、空港会社は1兆 円を

超す債務をかかえ、まさに破 たん寸前の経営状況にある。それで も1期 事業費を上回る2期 事業

が実施 されつつあ り、関西空港会社の経営問題が国の拠点空港見直 しの焦点になっている。

関西新空港の対岸部に埋立地 をつ くる計画は、空港計画の初期の段階か らあった.1)74年8月

に関西国際空港建設にかかわる答 申が航空審議会から出 されたが、そのなかで空港施設の分離に

ついても検討 されていた。海上空港のために、空港施設すべてを空港島に配置する集 中方式では

な く、 一部を分離 して対岸部に設置する分離方式 とする案である。完全分離案か ら一部分離案な

ど10種 類の案を検討 して、分離方式はある面ではプラスになって も、他の面ではマイナスとな り、

両者 をあわせれば、む しろマイナス面が多いようであると結論づけた。80年 の航空審議会第2次

答申、その翌年の運輸省による3点 セ ッ ト(関 西国際空港計画案 ・関西国際空港の環境影響評価

案 ・関西国際空港の立地に伴 う地域整備のあ り方)で は、分離案については全 くふれていな く、

施設配置は集中案を採用 していた。

関西空港会社設立か ら半年後の85年6月 、大阪府 は空港対岸部を埋め立てる 「南大阪湾岸整備

事業計画」を決定 した。事業計画によれば、この事業の目的は 「関西国際空港の対岸部において、

空港建設 ・運用の支援 と大阪湾お よび地域の環境改善を図 り、あわせて地域の振興に資す る」こ

とにある。事業の必要性 としては、「空港機能の支援 と空港イ ンパ ク トの吸収」、「大阪湾及び地

域の環境改善」の2つ をあげた。全体事業費は1400億 円を予定 していた。大阪府はこの事業計画

にもとづいて86年7,月 に埋立免許 を申請 し、翌年1月 に免許 を取得 して、埋立て地の愛称が 「り

んくうタウン」 とされた。事業期間は87年 か ら96年 までの10年 間、事業費は1709億 円であった。

当時はバブル全盛期であ り、 りん くうタウンの事業計画 もバブル のように膨れ上がっていった。

バ ブル とともに計画が急膨張 していった東京臨海副都心 と同 じような経過 をたどる。

りん くうタ ウンの開発 コンセプ トも、「空港のインパ ク トを最大限活用 した国際交流拠点の形

成」 となる。「空港機能の支援 ・補完」が後景に追いや られ、「空港のイ ンパク ト吸収」が 「最大

限の活用」へ と前面に押 し出 される。2)土地利用計画は大幅に変更 され、商業業務 ゾーンの床面

積は埋立免許申請時 と比べて10倍 以上に膨れ上がる。90年11月 、支出面においてインフラ整備水

準の確定等による工事費の増額 、収入面においては土地単価の変更で分譲収入を増額 して、事業

費は5500億 円に引き上げ られた。バブルの ように計画 と事業費は膨 らんでい くが、進出企業 との

分譲契約 の締結をは じめた91年 の後半か ら、経済は急速に減速過程に入 りバブルが崩壊す る。90

年に設立 された大阪府出資法人の 「りん くうゲー トタワー ビル株式会社」は、ツイン ビル計画 を

断念 して北側1棟 だけに変更す る。進 出企業か らは契約延期の要請がなされ、事業計画の再検討



がせ まられ る。

95年2月 には事業期間を16年 延長 して2012年 まで とし、事業費も7403億 円に引き上げる見直 し

が実施 された。その内容は事業期間の延長にともない、支出面で追加利息お よび事業化促進費等

の増額、収入面で将来の地価上昇による分譲収入の増額などだ。現実には分譲収入は増額 どころ

か減少 をつづけ、再び計画の見直 しが不可避になる。99年2月 策定の収支計画では、商業業務 ゾ

ーンの分譲価格 を2002年 度まで据 え置いて、事業費 も6432億 円に縮減す る。商業業務 ゾー ンの分

譲単価は2003年 度 に11㎡ 当 り88万 円か ら131万 円に上 昇 し、その後は毎年4%ず つ分譲価格が上

昇す ること(図2-'1)、 その他のゾー ンの分譲単価が毎年2%ず つ上昇す ることを前提 として

いた。

図2-1　 商業業務ゾーンの予定分譲単価の推移

1999年 度の大阪府包括外部監査結果報告書で も、「りん く うタウン事業の採算性 について」 と

して次のよ うに指摘す る。3)りんく うタウン事業は、企業局が現在行 っている事業のなかで も事

業規模が最 も大きく、その動向は企業局の経営ひいては大阪府 の財務に大 きな影響 をあたえる。

99年3.月 末までに4485億 円の事業費を投入 したが、分譲契約は全体の54%、 分譲契約金額は2002

億 円で、収入予定額6187億 円の32%に とどまる。現在 の事業計画では、予定分譲収入4185億 円の

70%近 くを商業業務 ゾーンの収入2841億 円が占めている。 この商業業務 ゾー ンの分譲が計画 どお

りに進むか どうかが、事業収支を決定するといっても過言ではない。商業業務ゾーンの分譲収入

の見込みには、急激 な地価上昇によ り、公示価格の変動率でスライ ドした分譲単価で64.7万 円か

ら131万 円への上昇が前提 にされている。企業が将来の事業計画を立案 し、も しくは立案 した事

業計画を見直 し修正す るときに、確かな見込みのない事実を前提 とすることは厳に慎むべきであ

る し、その見込み違いが、企業の財務に著 しい影響をあたえるものであるとすれば、なお一層、



慎重でなければな らない。 りん くうタウン事業のこれまでの事業損益を踏 まえた うえに、今 日の

経済情勢や地価動向をみれば、企業局の事業計画 とりわけその収支計画の実現性には疑問を呈さ

ざるをえない。

(2)「 企業局方式」の破たん

包括外部監査結果報告書で厳 しく指摘 されてい るように、 りん くうタウン事業に象徴 される企

業局の甘 くて杜撰な見通 しの背景はなにか。企業局の生い立ち、「企業局方式」 といわれ る事業

方式か ら検証 していこう。4)

大阪府企業局は1960年7月 に堺 ・泉北臨海工業地帯の用地造成の事業主体 として設置 された。

臨海工業用地造成事業の所管は当初、土木部港湾課であった。造成事業の急速な拡張にともない、

土地造成 と土地分譲を営む 「機能的行政組織 」が要請 され 、もう一つの重要施策であった千里ニ

ュー タウン用地造成事業 と合体 され誕生 したのである。なぜ臨海用地造成 と宅地造成の事業が合

体 されたのか。それは両事業が土地の造成 ・分譲 とい う不動産業的な業務 を営み、収益性の論理

にな じみやす く、そ して準公営企業債による資金調達 とい う点か らも共通性があったか らだ。

企業局の設置は地方 自治法第158条 第5項 、「都道府県は公共事業の経営 に関する事務を処理 さ

せ るため、条例で必要な組織を設けることができる」 とい う規定を うけ、60年3.月 に制定された

大阪府企業局設置条例にもとづ く。財務会計の面では、地方公営企業法の財務規定の一部が適用

され、特別会計で処理 され、企業的経営による弾力性 と効率性が保障されている。 この企業局は

土地売却代金のほか、61年 に制定 された 「大阪湾お よび堺港な らびにその臨海地域の整備のため

に発行 され る外貨地方債に関す る特別措置法」にもとづ く、マルク債発行収入か らなる豊富な資

金力をもつ。 この豊富な資金力こそ、企業局が大規模で急速な用地造成事業を一元的に管理 でき

た決定的な条件であった。横田茂 と水 口憲人は、 こうした分譲収入 とマル ク債発行収入を企業会

計方式で処理 しつつ、短期間に大規模な土地を安上が りに造成 し分譲 したメカニズムを 「企業局

方式」 と名づけて、開発行政主体の実態を分析 している。

この企業局の組織上の特色 として、次の3点 があげ られ る。第1に 企業会計方式=独 立採算制

を採用 した組織であ り、第2に プ ロジェク ト・チー ム的性格が強 く組織の独立性が大きいこと、

第3に 議会や住民による政治的コン トロールか ら相対的に距離 を有 していることである。 こ うし

た組織上の特色は、「企業局方式」に特有な病理 を生み出す ことになる。 とくに第1の 独立採算

制の採用にともない、行政にとって不可欠である公共性への合致 とい う要請がゆがめ られる。そ

して、「組織 を存続 させ るために新 しい仕事 を探す」 とい う論理がはたらく余地 をあたえる。 と

くに企業局の場合は、水道 ・交通行政等 とは異な り、ひとしく企業会計を採用す るといっても事

業が恒常性 をもたず、限定 された事業を特定期間内に達成す るプロジェク ト・チーム的性格 を有

していたために、 この論理のはたらく余地は大きかった。

企業局の事業 は表2-1の ように、3臨 海土地造成事業 と4住 宅地区開発事業の7事 業で構成

されている。総事業費は1兆5730億 円で、 りん くうタウン事業が最大で全体の4割 を占める。企



業局発足時からの堺 ・泉北 と千里ニュータウンな ど4事 業はすでに事業期間を過 ぎているが、 り

ん くうタウン ・阪南スカイタウン ・水 と緑の健康都市事業が進行中である。企業局事業の収支は、

64年 に企業会計方式による経理 を開始 してか ら、堺 ・泉北臨海、千里 と泉北ニュー タウンの造

成 ・分譲が本格化 した75年 頃までは、ほぼ年度末資金残高100億 円前後、企業債残高400億 円前後

で推移 していた。75年 に堺 ・泉北 と千里を事業清算、77年 に泉北の事業仮清算による損益計算 を

開始 した。80年 の財務状況をみると、資金残高571億 円、企業債残高69億 円 と堅調 に推移 してい

た。 りん くうタウンの工事着手 と二色の浜の分譲 を開始 した86年 までは、資金残高が企業債残高

を上回っていたが87年 に逆転 した。それ以降、 りん くうタウンや阪南スカイタウンの工事本格化

により、企業債残高が増加の一途 をた どる一方で、土地売却収入は不動産市況の低迷等によ り減

少傾 向がつづいている。

表2-1企 業局の事業

企業局は住宅地区開発事業会計 と臨海土地造成事業会計の2つ の会計をもっている。図2-2

には97年 度決算の企業会計間の 資金 フローが示 してある。両会計の主な資金は企業債であるが、

住宅会計が254億 円、臨海会計はその8倍 余 りの2085億 円にのぼる。 臨海会計は住宅会計か ら215

億円を長期に借入れてお り、住宅会計の住宅 ・用地分譲等からの収益金 が臨海会計に流れ こんで

い る。その臨海会計は6法 人に180億 円近 く出資金を出 し、 りん くうゲー トタワー ビル株式会社

に対 しては150億 円の工事負担金を支出 している。 臨海会計は企業債 と住宅会計か らの借入れに

よ り、第三セ クター等 りん くうタウン関係の出資法人を支援 している。住宅会計は関西空港特別

会計 にも338億 円を貸 し付けてお り、 こうした資金 フローのもとで関西空港 とりん くうタウン事

業が動いているわけだ。5)



図2-2　 大阪府企業局会計の資金フロー(97年 度決算)

注1.凡 例は()内 の断 りがない場合 を示す。

注2.一 般会計か ら関西国際空港関連事業特別会計への繰入金は95年 度 までのおお よ
その累計額。

注3.(財)大 阪府臨海センター と(財)大 阪府 りんくうセンター とは98年 度当初に統合
され、(財)大 阪府臨海 ・りんくうセンターに改組 された。

出所)大 阪自治体問題研究所編 『大都市圏 「自治体破産」』77ぺ 一ジ。



2000年 度末の企業局の保有資金残高は251億 円だが、事業資金 を調達す るために発行 した企業

債の未償還残高はその11倍 の2793億 円にのぼる。借金の重圧が企業局の経営 を大 きく圧迫 してい

る。未償還残高の うち、 りんくうタウンが2404億 円で全体の86%を 占める。企業債 に依存 して事

業を拡大 してきたが、 とくにバブル崩壊以降は土地分譲等の収入による事業資金の回収が遅れて

いる。堺 ・泉北臨海や千里 ・泉北ニュータウン事業では、これ までに1600億 円を上回 る利益が見

込まれる。その一方で、 りんくうタウン事業では事業費執行額4736億 円に対 して、分譲収入等で

資金回収ができているのは2055億 円 と半分に満たなく、起債残高よ りも少ない。

このままの状況がつづ くと、2002年 度以降、 これまで発行 してきた起債 の大量償還が本格化す

るなかで、企業局会計の資金状況はます ます逼迫することが懸念 され る。そ こで2001年8月 、企

業局は 「企業局事業の収支見通 しと会計のあ り方(案)」 を発表 して、まちづ くりの推進 と保有資

産の早期売却につ とめて、大阪府行財政計画の取組期間である2014年 度を 目途 に事業収束す る方

針 を決めた。 「企業局方式」が破たん したこ とを自ら認めたわけで、事業収束に向けて次のよ う

な見直 しが実施 される。6)

① 事業収束に ともな う企業会計方式の廃止

2014年 度を 目途 とす る事業収束の時期にあわせて、地方公営企業法にもとづく企業会計 を

廃止 し、一般会計への移行をはかる。 ほぼ事業が完了 している泉北 と二色の浜事業 の清算 を

2001年 度末に行 うとともに、企業会計全体での資金繰 りをより円滑に行 うために、2002年 度

当初に臨海 ・住宅両会計を統合す る。

② 公共施設等にかかわる費用負担の見直 し

公共施設の整備を含む投下資金 を分譲収入で回収するとい う仕組みが十分に機能 しなくな

っていることか ら、これまでの企業会計による負担か ら、公共施設管理者による負担への転

換を検討す る。具体的には、 りん くう公園の用地取得 ・整備(434億 円)を は じめ として総

額855億 円になる。

③ 水 と緑の健康都市開発事業の会計移管(680億 円)

まちづ くり事業からの撤退 と土地区画整理事業 としての収束、公共事業 として実施 をはか

ることを踏まえ、現行の企業会計か ら分離 して別会計への移管を検討す る。

④ 関西空港関連事業特別会計等 に対する貸付金の回収等(利 息61億 円)

⑤ 企業局出資法人の見直 し(250億 円)

りん くうタ ウンな どの事業 と企業会計の負担見直 しな どにより、最終的な収支見通 しは図2-

3の よ うになる。 りんくうタ ウン事業などの不足分を概成事業等の利益、出資法人財産活用で穴

埋め して も、233億 円の財源不足 となる。 この差額 にみあ う資産が、企業会計の廃止 に ともない

一般会計 に引き継 がれ る
。 なお、見直 しにかかわる一般財源所要額 の財源内訳 は、一般会計債

816億 円、一般財源1274億 円 とされ、現在で も厳 しい一般会計にかな りの負担 をもた らす ことに

なる。



図2-3　 大阪府企業局-最 終の全体収支見通 し(試 算)

出所)『 企業局事業の収支見通 しと会計のあ り方(案)』22ぺ 一ジ。



(3)り ん くうタウン事業の見直 し

企業局 に事業収束をせ まった最大の要因は、 りん くうタ ウン事業の破たんにある。 りんくうタ

ウン事業の見直 しは、企業局の事業収束のゆくえを左右す ることになる。企業局は2001年8月 、

「りん く うタウンの活用方針 と事業計画の見直 し(案)」 を公表 した。先の 「企業局事業の収支

見通 しと会計のあ り方(案)」 とセ ッ トの改革案である。 この見直 し案は副題が 「新 たな成長 と

発展のための再出発宣言」 となってお り、事業収束に向けた戦略が中心 になっているが、現状評

価や原因分析 をみてい こう。

現状評価は次の ようである。総 じてい うと、都市基盤 の整備は進み、公的な施設整備 により地

域に貢献 しているが、産業の集積が進まず、新都市は形成 されていない、新都市形成の輪郭が見

えない と評価することができ、大阪 ・関西経済の長期的低落傾向に歯止めをかけるとい う当初の

事業 目的については、達成 され ていないといえる(り ん くうタウンの土地利用計画は表2-2を

参照)。

表2-2　 りんくうタウンの土地利用計画



新都市が形成 されていない原因 として、空港イ ンパク トへの過度の期待 とバブル経済の影響、

産業政策的観点の欠如、理念的なまちづ くり計画の先行の3点 をあげている。 とくに 「りん くう

タウン事業においては、建設段階か ら分譲開始までの間に、バブル経済が発生 した影響 もあり、

空港が もた らすイ ンパ ク トがオールマイテ ィであ り、まちづ くりは自然 と進むかのような錯覚に

陥った。また、バブル経済が崩壊 した後 に、空港近接部 とい う地理的優位性だけでは必然的に集

積は進むものではない とい うことが明らかになってきたにもかかわらず、意図的な仕掛けやまち

づ くりの戦略的な取 り組みが不十分であった。」7)この指摘は、中部空港の前島開発に とっても示

唆に富む。

3.前 島開発 と愛知県企業庁

(1)中 部国際空港と前島開発

前稿で も指摘 した ように、中部国際空港は 「需要創出型空港」 とい う特色がある。8)その特色

には2つ の意味があ り、新空港の事業スキームにも反映 している。

中部空港は国の空港政策 とい うよ り、地元経済界からの強い要望にもとづいて構想 されてきた。

長年にわた る地元の請願 ・陳情によ り、国の空港計画に位置づけ られ、民間主導で空港建設がス

ター トした。 中部空港は地元主体の 「請願型」で民間主導型空港であ り、 とりわけ トヨタ自動車

の影響力が強い。国家的な空港政策 とい うより、地元経済の レベルアップをめざした地域開発戦

略が、空港建設 を推進 してきた。現名古屋空港の2倍 の空港需要を想定 して、空港会社が需要の

掘 り起 こしに懸命 になっていること、なかで も航空貨物に力点がおかれていることに、中部空港

の性格があ らわれている。

中部空港は 「需要創 出型空港」であるために、空港関連の地域開発が一層重視 され る。中部空

港では初 めて、空港島にも107haの 地域開発用地が愛知県企業庁によって造成 され る。空港本体

470haを あわせ ると、関西空港1期 とほぼ同 じ埋立面積 とな る。それに空港対岸部の前島埋立

123haが つけ加わる。関連開発の埋立面積は全体で230haと な り、空港本体の半分の規模である。

関西空港対岸部の りん くうタウン事業の埋立面積は320haな ので、中部の規模 はそれ よりは小 さ

いが、大規模な空港関連開発 に違いない。愛知県企業庁が事業主体 として実施 している関連開発、

とりわけ前島開発の構想 と現実 をフォロー していこ う。

先にみたように関西新空港では当初 、空港施設 を空港島と対岸部に分離す るか、集 中させ るか

で検討がなされた。結局は空港施設 を空港島に集 中する案が採用 され、地域開発 を対岸部で実施

す ることにな り、 りん くうタウン整備事業が大阪府企業局によって推進 されていった。中部新空

港の場合、地元の経済界 と自治体による中部空港調査会が空港計画づ くりに直接かかわった。90

年5月 の 「中部新国際空港基本構想」では空港計画を次のよ うに位置づ ける。空港施設は離着陸

をは じめ、旅客、貨物のター ミナルなど多 くの機能が必要 とな り、またそれ らが有機的に連携 し

あ うことが求められ る。このため、施設配置は空港の規模、形状 を決定す るばか りでな く、21世

紀 にふ さわ しい空港であるための基本 となるものである。91年6月 の 「中部新国際空港の全体



像」では、空港には大きく分けると旅客、貨物お よび航空機整備 とい う3つ の機能の流れがある

として、空港島の空港施設 の展開例 を示 していた。関西新空港 と違って、中部新空港では当初か

ら空港施設 を空港島に集 中す る案が構想 されていた といえよう。

さらに94年11月 の 「事業化に関す る調査状況について」では、空港の全体構想 と周辺開発のイ

メージを示 して、空港本体 と空港周辺で関連開発 を位置づけていた。愛知県による95年2月 の

「中部新国際空港に関する地域整備 関係調査(～ 平成6年 度)に ついて」は、空港島関連用地で

は、主に空港利用者の利便に資す る機能や空港機能 と連続することが必要な機能の整備 が、また、

対岸部用地では、主に空港のインパク トを地域へ波及 させ る拠点 としての機能や地域課題等に対

応 した機能の整備が望ま しい と指摘 した。図3-1の よ うに、空港島対岸部の ゾーニングイメー

ジを描 いていた。 こ うして中部新空港では、「空港島」対 「対岸部」の規模の関係 とい うよ りも、

関連開発を空港島 と対岸部で どのよ うに振 り分けるか とい うことが問題 となるのであるが、空港

本体の規模の面では、成田や関西 と比べて優位性 をア ピールできない ことか ら、機能面で特徴を

打ち出す ことが必要 とな り、この点についての議論 も、構想の当初段階か らあったとい う。9)

図3-1　 空港島対岸部のゾーニングイメ-ジ



1999年8月 に提出 された 「空港対岸部地域開発用地公有水面埋立免許願書」(以 下、埋立願書

と略)で は、本事業の動機 として①空港支援機能および空港活用機能の確保、②空港近接部での

集約的機能確保、③環境資産の形成の3点 をあげる。 とくに①の空港活用機能について、空港か

ら発生す るインパク トを活用 し、また、それにわが国の中央部 とい う物流 ・人流面での地理的優

位性や 、産業技術の集積 といった中部圏のポテンシャル、交流 ・レク リエーシ ョン拠点 といった

知多地域のポテンシャルを加 えることにより、空港 と地域が共に魅力的で付加価値の高いもの と

なるように発展 させる機能であ り、空港 と地域の共生をはかる うえで必要不可欠な機能であると

す る。

空港支援お よび活用機能 は、空港島 と対岸部で次のよ うに機能 ・用途分担す る(表3－1)。

空港支援機能は空港島地域開発、空港活用機能は対岸部地域開発が担 うべきとする。空港活用機

能については、空港島において一体的に整備することがその機能を発揮 させ るうえで必ず必要 に

なるものではな く、それが背後地域 とのより強い連携を必要 とするものであることを考慮すると、

む しろ既存市街地に接す る位置に整備す ることでより効果的な面がある。そ して、空港島周辺の

海域環境にお よぼす影響や経済性等を考慮す ると、空港活用機能は、主 として空港対岸部で確保

するのが適 当である。

表3-1　 空港島及び対岸部における機能 ・用途の分担

埋立願書では埋立の必要性(需 要)に ついて、ふ頭用地、流通施設用地、商業 ・業務施設用地、

製造業用地、交通施設用地、緑地の6つ の用途に区分 して示 している。商業 ・業務施設用地につ

いては、商業施設やオフィス ・宿泊施設 などに土地利用 を区分 して、全体で459㎡ の用地が必要

としている。新たな商業施設の整備 においては、集客力 と活気のある都市空間のための大規模商

業施設 を計画 し、にぎわいのある都市空間の形成を 目的とし、水路 を活用 したキャナルモール を

計画す る。そのなかで大規模商業施設用地の必要面積は、売場面積の将来値にもとづいて駐車場

を含めて約52㎡ と算定され る。

埋立願書は最後 に、本埋立によ り①空港支援機能および空港活用機能による効果、②地域の社

会 ・経済面の発展、③環境への影響の低減 と新たな環境資産の形成、 とい う3つ の効果が期待で



きるとす る。なかで も② に関 して、空港支援機能を対岸部 に集約す ることで、中部国際空港にお

ける付加価値が高まり、国際ハブ空港 と して我が国における国際競争の中での地位 を強化できる

とするが、先にみた空港島との機能分担 と矛盾するのではないか。③についても、 日本海洋学会

や 旧環境庁が危惧 していたように、前島埋立の環境影響 との整合性が問われよ う。

(2)前 島開発に向けた調査報告書

前島開発 に関する公式の文書は、先の埋立願書や環境影響評価書などだが、その背後には各種

の調査報告書がある。早い段階の報告書 としては中部空港調査会のほか、旧国土庁大都市圏整備

局による 「中部新国際空港のインパ ク ト-中 部新国際空港整備 に関連 した地域開発等に関す る基

礎調査」(92年)、 同 「中部国際空港のインパ ク ト2一 中部新国際空港のインパ ク トを活用 した グ

ローバル時代の圏域づ くりに関す る調査」(93年)が ある。10)とくに後者 の報告書は、臨空圏形成

の コンセプ トを 「中部国際エア トピア」と定め、中部新国際空港のインパク トを活用 し、産業技

術の高い集積 を背景 として、世界的で多様な臨空機能の展開をめざす、わが国の中央部に位置す

る理想的な臨空圏をあらわす とす る。 これ らの報告書はポイン トが埋立願書に も掲載 されてお り、

空港活用機能な どに関連する指摘 もみ られ、公式の文書にも反映 している。

埋立願書に直接かかわる報告書は、99年3月 の三菱総合研究所による 「中部国際空港近接部事

業化実施調査報告書」であろ う。 この報告書は、1空 港近接部の事業 コンセプ ト及び整備方針の

検討、2中 核 プロジェク トに係 る事業計画の検討、3企 業進出方策の検討、4ま ちづ くり方策及

び事業推進 システムのあ り方の検討、とい う4つ の章で構成 されている。1で 本事業は愛知県企

業庁による埋立造成事業であるとともに、2005年 の中部国際空港開港や国際博覧会開催 といった

国際級の ビッグプロジェク トと緊密に連動 した、中部圏初の大規模都市開発事業 としている。事

業化の基本方針 として、ゾーニングや段階的な整備 ・処分、公的機関 と民間企業が一体 となった

事業方式をあげる。

2で は、各種 ゾー ンのなかで も早期に立ちあげる駅 を中心 とした中核 ゾーン、中核プロジェク

トについて提案 している。 中核 ゾー ンの役割を評価する最大のバ ロメーターは集客力であり、集

客力が高いほ ど企業誘致が有利に進展 してい くことを考 えれば、21世 紀に向けて当該立地を最大

限生か し、ここだけのオ リジナ リテ ィのあるテーマ として 「遊び」 と 「学び」をキー ワー ドとし

たテーマ型開発を進めることが、もっ とも有効であるとする。 そのためにパチンコ、カジノゲー

ム、ナイ トア ミューズメン ト等既存市街地、競艇場 との連動 に配慮 した大人の遊びの施設で構成

す る 「エンターテイメン ト・パー ク」な どが提案 され る。 これ らパー ク全体の年 間集 客 目標は

2000万 人を想定 している。11)

前島の埋立事業が本格化 してくるなかで、2002年1月 に同 じく三菱総合研究所か ら 「中部国際

空港近接部地域開発事業推進調査(中 間報告)」 が出 され る。 このなかで、本事業 の うち不特定

多数の利用者が見込まれ る基盤整備 について、立地企業だけでな く社会全体で負担することに合

理性がある場合 には、一般会計の導入ない しは企業庁以外の部局が公共事業 として実施できるよ



うに検討すべきであるとす る。前島開発や企業会計の問題点が表面化 してくるなかで、先の大阪

府企業局の計画変更とかな り類似 した見直 しが提示されている。 また、にぎわいづ くりの核 とな

る広域集客事業の誘致 として、ア ウ トレッ トモールなど非 日常性のある大規模商業施設、未来型

の乗 り物や交通 システムが体験できるア ミューズメン ト性のあるモ ビリテ ィ未来技術体験パー ク、

エンターテイメン トと融合 したゲー ミング産業等が候補になるとする。12)

そ して3月 には、「中部臨空都市の実現に向けて」 と副題をつけた最終報告書が出 される。 こ

の最終報告書は本編9編 と資料編か らな り、全体で700ぺ ージほ どにのぼる。本編は1事 業環境、

2ま ちづ くりコンセプ ト及び先導 ・中核プロジェク ト、3土 地利用、4土 地処分、5基 盤整備、

6情 報通信基盤、7都 市経営、8企 業誘致戦略、9有 識者及び企業 ヒア リング結果、か ら構成 さ

れ る。資料編 には先の大阪府企業局の 「りん くうタウン」見直 し案などが掲載 されている。99年

の報告書や埋立願書などと異な り、かな り厳 しい評価がなされている。 ここでは、前島開発の今

後の動向をさぐる うえで重要と考 えられ る指摘 をあげていこう。

1事 業環境(p101～102)

大規模 なまちづ くり事業をめぐる市場環境は厳 しい局面にある。土地を活用 して行 う企業活動

については、企業意識が急速 に変化 してきている。地価の上昇を期待 して取得す る従来の企業意

識か ら、土地は利用 さえできればよく、 しか も事業の収益性に見合ったコス ト負担 しかすべ きで

ない とい う意識 の変化 と現実面での投資制約 とが相俟 って、土地は所有か ら利用へ と企業の意識

が急速に移行 してきている。

厳 しい経済情勢下で企業が新規投資にあたって高いコス ト意識を有 していること、企業の土地

に対す る意識が所有か ら利用へ と変化 していること、中部臨空都市よりも好立地条件にあると考

えられ る名古屋港周辺で都市整備が進 められていること、一方で230haと い う大規模用地 を短期

間で処分 してい く必要があること等を踏 まえると、企業の進出意欲 を喚起す るよ うな地価設定及

び事業方式の選択は極めて重要な課題 となる。低廉な地価設定や定期借地等の借地方式の積極的

な導入な どにより、企業ニーズに合致 した柔軟な土地処分戦略が求められる。

4土 地処分(p1)

本事業は単なる民間主導のまちづ くりではなく、高い レベルの公共性お よび政策 目標 を実現す

るための、大規模 なまちづ くり事業 として捉えるべ きである。事業を単純に民間に委ねるべきで

なく、公共が積極的に関与 ・牽引 しながら事業 目標 を実現させ る必要がある。その際、計画の公

共性やまちづく りの目標に鑑み、県行政 を挙げての関与が求められる。

7都 市経営(p1.26)

従来型の 「土地造成→土地分譲→売却収入による資金回収」 とい う構造か ら 「土地造成→土地

利用→利用 を通 じた収入による資金回収」 とい う構造へ と変えていくべきである。 これをあえて

単純化 して言い換えると、「事業費の回収を、まちの開業前に完了す る」構造か ら、「事業費の回

収を、まちの開業後 も、まちづ くりを通 じて継続的に行 う」構造に変える必要がある。

中部地方についてみる と、230haも の規模の大規模かつ複合的な都市づ くりの例 がほ とん どな



いといって よく、地元 自治体にその事業推進に係 るノウハ ウの蓄積がないのが実情であろ う。本

来中部臨空都市が民でな く官(公 共)の 発意によるものであ り、あわせてわが国が依然 として厳

しい経済環境 におかれている現状 にあって、単純に本事業を民間の手に委ねることは、事業 リス

クを発意者たる公共から民間に転嫁 させ ることにな り、著 しく妥当性 を欠 くといわ ざるをえない。

まちづ くりに係る リスクを公共 も負担すべ きである。

9企 業 ヒア リング(p5)

土地を活用する事業が全国的に厳 しい状況にあること、名古屋都心か ら離れていること、半島

に立地す ること、競艇場 と隣接す る環境 などか ら、デ ィベ ロッパーや商社、商業事業者な どにお

いて、本プ ロジェク トに対する反応は芳 しくない。

国際空港 との隣接地域 とい うだけでは、企業立地のインセンテ ィブにはな らず、空港以外の魅

力的で明確な事業 コンセプ トや、それ を先導する行政等による中核的プロジェク トが求め られ て

いる。

(3)愛 知県企業庁 と悪化す る企業会計

愛知県企業庁は当初、大阪府の ように企業局 としてスター トした。『愛知県昭和史』か ら企業

局誕生の経過を振 り返 ってみ よう。13)1960年以降、経済の高度成長に対応 した産業基盤の整備 を

担当する部門の組織拡充が大幅にすすんだ。61年4月 に工業用地等の取得や造成 をすすめるため、

内陸用地対策部が総務部のなかに設置 された。10月 には愛知用水の通水によって給水業務 を開始

する県営水道事業,県 営工業用水道事業の管理運営にあた るため、地方公営企業法の適用を うけ

て、2課 および4浄 水場 をもつ水道部が設置 された。63年 には土木部に三河港務所が新設 され、

さらに64年 には衣浦港 ・三河港での各種用地造成事業を強化す るため、地方公営企業法の適用 を

うける組織 として、2部4課2事 務所で構成する企業局が新設 された。

愛知県行政合理化推進会議 は79年12月 、「経済基調の変化によ り、企業局の組織 を合理化する

ことを検討 し、水道局 と統合 して1980年 度か ら、企業庁 とす る」ことを決定 した。 こうして企業

局発足か ら15年 後に水道局 と統合 して、用地造成だけでな く水道事業や工業用水事業 も所管する、

現在の企業庁 として再出発することになった。

ところで2(2)で 述べた ように、大阪府企業局は堺 ・泉北臨海 工業用地造成 と千里ニュー タウ

ン用地造成 とが合体 されて、「機能的行政組織」 として設置 された。愛知県企業局の場合、内陸

工業用地造成 と臨海工業用地造成 とが統合 され て誕生 した。 この点は愛知県の地域開発の特色を

示す ものであ り、大阪府 とは違った企業会計問題を生み出す ことになる。名古屋南部や衣浦、東

三河などの臨海工業用地造成 とともに、内陸工業用地造成 も積極的にすすめ られ る。愛知県下に

おける新規の工場立地(3300㎡ 以上の新増設)は 、1959～67年 の間に1386工 場で、 この間の立地

件数 は都道府県中最 も多かった。 この うち臨海部に立地 したのは5%の73工 場で、95%が 内陸部

に立地 した。敷地面積で臨海部が40%、 内陸部が60%を 占め、臨海部には主と して大型工場が新

設 された。14)



1961年 よ り始まった内陸用地事業は、その内容は既存の住工混在を避 け、公害防除に留意 した

計画的な工業立地をはか るための工業用地を中心に、進出企業の従業員向けの住宅用地,保 養用

地お よび公共用地等の造成であった。高度成長からバブル時代までは順調に推移 したが、バブル

崩壊以降、企業立地 をとりま く環境 は厳 しくなる。愛知県における工場立地件数 も91年 の148件

をピークに して、2000年 には5分 の1の29件 に激減 している。91年 にはほとんど払底 していた工

業用地の在庫量 も、ここにきて急激に増加 してきている。包括外部監査結果報告書によると、内

陸用地の未利用地(造 成が完了 していなが ら長期在庫化する宅地 と事業中止による未造成他)は

260ha、 総額258億 円にのぼる。 ここには幡豆地区における新空港の土砂採取関連の用地 も含 まれ

る。 キャッシュフローでは預金残高が約27億 円と減少傾向にあること、関連事業費の9割 近 くを

造成 コス トが 占める点も改善項 目として指摘 された。15)

臨海用地は今後、内陸用地以上に厳 しい状況が予想 される(図3-2)。 約225億 円の含み益が

あるものの,共 通的事業費な ど約233億 円の支出が予定 されてお り、この含み益は事実上マイナ

スに転 じる。完工か ら4年 以上にわたって在庫保有 している完成土地は109ha、106億 円ある。 こ

の うち81年 完成の田原1区 が99ha、75億 円の長期保有在庫になっている。宅地造成資産が滞留す

ると、それ だけ投資 した資金が回収で きず、企業債 の返済ができないので、借換えに頼 らざるを

えず、金利負担がかさみ、経営をますます圧迫 してい くことになる。近年 においては、キャッシ

ュフロー もきわめて厳 しい状況になってお り、 さらに大型プロジェク トの空港関連事業 も立ちあ

げているので、現在保有 している在庫の販売促進 をはかって、少 しでも多 く資金化することが、

目下の最重要課題 と指摘 している。16)

図3-2　 愛知県企業庁の企業用地



このように包括外部監査結果報告書も指摘す るよ うに、内陸 ・臨海 ともに厳 しい財務状況にな

っている。企業庁は企業誘致推進本部を発足 させ るな どして、中小企業に用地 を切 り売 りす る方

針 に販売戦略を転換 したが、見通 しは厳 しいものがある。大阪府のよ うに、住宅会計か ら資金を

回す こともできず、企業会計の 「赤字」転落 も懸念 され る。大阪府企業局 と同様に、愛知県企業

庁 も経営基盤が揺 らいでいる。大阪府は企業局の事業収束を決定 したが、愛知県は新空港関連の

前島開発が本格化 しつつある。前島開発は企業庁に とって、これ まで以上に重 くの しかかってく

るであろ う。

4.空 港関連地域開発 と地元負担膨張の構図

以上のよ うに、大阪府企業局による りんくうタウン事業 と愛知県企業庁による前島開発は、典

型的な空港関連開発であるが、 ともに厳 しい現実に直面 している。 「先輩格」の りん くうタウン

は、事実上の破たん宣言を して、事業収束に向けて動き始めた。前島開発の方は2005年 に向けて

埋立が急 ピッチですす められているが、先行きは不透明だ。 りんくうタウンの現実をふまえて、

早手回 しに事業見直 しがな されているが、厳 しい現実が待ち構えているのに変わ りはない。

こうした空港関連開発にかかわる問題点について、とりわけ行財政面か ら若干の論点を提示 し

ていこう。

第1に 、空港関連開発の構想(期 待)と 現実のギャ ップであ り、地元負担膨 張の構図が強まっ

ていることである。

国際空港のような国家的大規模プ ロジェク トに対す る地域の期待は大 きなものがある。国家資

金によ り国際空港をつ くり、アクセス整備な どの関連事業にも国か ら巨額の補助 を引き出 し、地

域経済の レベルア ップをめざす とい う戦略だ。国主導のインフラ整備による地域開発戦略の空港

版 といえる。 た しかに成 田空港は国家資金 にも余裕があ り、国主導の公団方式で空港が整備 され、

道路をは じめ とした関連事業にも巨額の補助がなされた。 しか し、関西空港や 中部空港の場合に

は国の財政難により、第1種 空港であ りなが ら巨額の地元負担が求め られた。 中部空港の場合は

とりわけ地元主導の空港建設のために、アクセス整備な どの関連事業で も地元負担膨張の構 図と

なってい る。

大都市圏拠点空港 といわれ る空港建設以上に、空港関連開発の構想 と現実のギャップが拡大 し

ている。空港は交通社会資本のなかでも、社会資本のイ ンパク トや波及効果 をあてに した、関連

開発への期待はひ ときわ大きな ものがある。 グローバル時代のもとで空港が国際競争の戦略手段

とな り、国際空港を核に した 「世界都市」戦略 といった地域開発が脚光をあび るよ うになる。 と

くに関西や中部のような 「24時間型」の海上空港においては、対岸部な どの埋立てにより新 たに
/

用地を造成 して、関連開発を推進す る地域開発に期待があつまる。

しか し、 りん くうタ ウンの見直 し案でも指摘 されていたよ うに、 「空港 がもた らすインパ ク ト

がオールマイテ ィ」 と錯覚 して、空港イ ンパ ク トへの過度の期待が事業の失敗につながった。空

港ができれば、そのインパク トで 自然に企業進 出がすすみ、新都市が形成 され るわけでない。空



港イ ンパ ク ト自体が実態のない ものであることが,り ん くうタウンで証明 された。 中部空港の前

島開発 に関する企業 ヒア リング(三 菱総合研 究所)に おいて も、国際空港の隣接地 とい うだけで

は、企業立地のインセ ンテ ィブにならないこと、都心か らの距離が不利 に作用す ることな どが回

答 されていた。

実態のない空港インパク トをかかげて、空港対岸部な どを埋め立てる開発計画がバブルのよう

に膨 らんでいった。それはバブル といつた経済状況や 「世界都市」をめざす地域開発戦略による

が、開発計画 をすすめる事業主体の側か らの要請 もあった。公有水面を埋め立てるとい う開発計

画を軌道にのせ るために、大規模開発の意義 を需要面か ら正 当化する必要がある。そのために根

拠のない過大需要予測がたびたび行われ、需給ギャップ=地 元負担膨張の構図に悩ま され ること

になる。

第2に 、空港関連開発の事業主体にかかわ る問題である。 りん くうタウン事業 と前島開発は、

ともに地方公営企業による事業である。大阪府 と愛知県は地方自治法の規定にもとづいて、条例

によ り企業局 ・企業庁 とい う開発主体を設置 して、臨海部の埋立事業を実施 してきたが、その延

長に空港関連開発は位置 している。

地方公営企業法は第3条 で経営の基本原則 を次のように規定す る。 「地方公営企業は、常に企

業の経済性 を発揮するとともに、その本来の 目的である公共の福祉を増進す るように運営 されな

ければならない。」 りん くうタ ウン事業や前島開発 は、 こうした地方公営企業の経営の基本原則

を遵守 しているのであろ うか。両者 とも計画や事業の推移 をみても、はなはだ疑問である。

愛知県企業庁は、前島開発の 「経済性」 と 「公共性」をどう両立 させ るかについて、旧環境庁

が指摘 していたよ うに、本来は埋立て前に具体的 に示すべ きであった。 「経済性」は前島開発に

需要があ り、採算の見通 しが実際にあるか否かである。 前島開発 では事業費を全額起債(企 業

債)で 調達す るわけで、投下資本 を売却収入などで所定の期間内に回収できるかどうかである。

需要見通 しの正当性 が問われ ることになるが、先の三菱総合研 究所の報告書 も指摘す るよ うに、

採算性は厳 しく、早手回 しに一般会計の負担や収支の先送 りが提案 され る始末だ。 「公共性」の

方は、埋立造成 された地域開発用地を実際に どのよ うに活用するかであ り、それが公共の福祉の

増進 に役立つか否かが問題になる。 こちらも具体的な事業計画をいまだに示せずにいる。

第3に 、 りん くうタウンや前島開発のよ うな大規模プロジェク トと一般会計 との関係である。

第三セ クター とか地方公営企業で実施 され る大規模 プロジェク トは、一般会計 に負担 をか けず

(税金を投入せず)、 地元住民に負担 をお よぼすものでない と説明され る。17)たしかに第三セ クタ

ーは当該 自治体 とは基本的に別組織 であ り、地方公営企業 も一般会計 とは別会計であ り、直接的

には影響 を及ぼ さない。

しか し、別組織の第三セクター といって も、自治体 も資本 出資 している。 リゾー ト開発で第三

セ クターが破たん して、巨額の債務 を損失補償 している地元 自治体が 「破産」状態に追い込まれ

る例 もいくつかある。1兆 円を超 える債務をかかえる関西空港会社、本州四国連絡橋公団な どに

おいて、地元負担の追加が現実味を帯びている。そ して、 りん くうタウン事業の見直 しからも明



らか な よ うに、一般 会計 に事業 を移 した り、一般 会計 の負 担 を求 め る事 業収 束 が実施 され つつ あ

る。 中部 空港 の前 島開発 で は、 りん く うタ ウンの現 実 を見 据 えて 、埋 立の途 中か ら事 業 ス キーム

を見直 しつつ あ る。

大 阪府 や愛 知県 で はバ ブル崩 壊 後 に財 政悪 化 がすす み 、巨額 の借 金 をか か えて財政 硬 直化 が急

速 に進行 してい る。 一般 会 計はす で に破 たん寸 前の状 況 にあ り、第 三セ ク ターや 地 方公営 企 業の

つ け を これ以 上 かぶ る余裕 はな い。 い ま一度 、第三 セ ク ター な どの外郭 団体 や 地方 公営 企業 な ど

の 会計 、 さ らには関連す る大規模 プ ロジェ ク トな ど、地 方 自治 体 の行財 政 を総 体 と して 点検 す る

必要 が あ ろ う
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